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新型コロナウイルスへの対応に関する各種通知の取扱いの終期について（通知） 

 

日々状況が変化する中、本市の障害福祉行政に御尽力賜り誠にありがとうございます。 

障害福祉サービス事業所・障害者支援施設の運営に関する新型コロナウイルスへの対応

について本市から通知を発出していますが、昨今の状況を受け、一部の通知で取扱いの終

期を「令和２年３月３１日（末日）まで」としているものを「当面の間」に変更いたしま

す。変更後の終期は改めて通知いたします。なお、終期を変更する通知は以下のとおりで

す。 

 

・「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について（通知）」（令和２年３

月３日付け３１川健障計第１６１０号） 

・「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労定着支援事業の対面支援について（通知）」

（令和２年３月６日付け事務連絡） 

 

以下の通知は取扱いの終期を令和２年３月３１日までとしていませんが、こちらも終期

は改めて通知いたしますのでご注意ください。 

 

・「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の在宅でのサービス利用につい

て（第２報）（通知）」（令和２年３月１０日付け事務連絡） 

・「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について（第２報）（通知）」（令

和２年３月１１日付け事務連絡） 

 

（給付係） 

電話０４４－２００－２６７５ 

（事業者指導担当） 

電話０４４－２００－００８２ 

（事業者指定担当） 

電話０４４－２００－３２０７ 


